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０ ．はじめに 

国内の無電柱化は戦前から行われ、東京の一部では将来に備え多くの地中管路が整備されてきました。そ

の後、戦後復興や経済需要から電柱による架空配線が拡大してくるなか、昭和 60 年代には建設省（現国土

交通省）が「電線類地中化計画」を作成し計画的な無電柱化を進めてきました。しかしながら、整備スピ

ードは極めて遅く、整備水準は欧米やアジアの主要都市と比べ大きく遅れているのが現状※1 です。 

近年の日本における無電柱化の取り組みは、平成 7 年（1995 年）に電線類の地中化を一層推進するため

「電線共同溝法※2」が施行され、その後は道路管理者が費用の概ね３分の２を負担する電線共同溝方式が

主流となっています。 

そのなかで、国土交通省が設置した「無電柱化推進のあり方検討委員会」の中間とりまとめ（H29.8）で

は、「限りある予算の中で電線共同溝方式に偏重した整備手法では無電柱化の迅速な推進を図ることは難

しく、今後は各関係機関が適切な役割分担の下で、電線共同溝方式以外の整備手法や低コスト化・効率化

に繋がる地中化工法も採用し多様な無電柱化の取り組みを進めていく必要がある」と提言されています。 

他方、無電柱化の推進にあたっては、地中化工法を解説した電線共同溝方式に関するマニュアル※3 など

はあるものの、地中化に至る計画論や整備手法を解説したものではありませんでした。この「地中化工法

と整備手法の選定ポイント」では、無電柱化の工法や整備手法を検討する上でのフローを示すとともに、

今まで無電柱化の工法と整備手法が混在して議論されることが多かったことを踏まえ、これらを区分して

概要や特徴、工事費用の整理を行っています。 

なお、無電柱化に対する社会状況の変化や技術開発のスピードが早いことから、本ポイントブックについ

ても随時更新していく予定としています。そのため、本ポイントブックを活用する際には、寒地土木研究

所地域景観チームのホームページから最新版の確認やダウンロードをお願いします。 

今後は、本手引きが参考となり、多様な整備手法や低コスト手法の活用の幅が広がることで、無電柱化が

より一層推進されていくことを期待します。 

令和元年６月 

国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 地域景観チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：小池百合子・松原隆一郎「無電柱化革命」第２章 

※2：電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成七年三月二十三日法律第三十九号） 

※3：「電線共同溝」（平成 11 年 11 月 財団法人道路保全技術センター）、北海道においては「電線共同溝技術マニュア

ル（案）第 4.1 版」（平成 30 年 3月 北海道無電柱化推進協議会）などがある。 
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１ ．無電柱化の現状と課題 

1-1．日本の現状および海外との比較  

（ 1）  欧米・アジアの主要都市における無電柱化率 

ロンドン・パリなどのヨーロッパの主要都市では無電柱化率が既に 100％に達している都市もあるのに

対し、我が国の無電柱化率は東京都 23 区で 8％、大阪市で 6％程度と進んでおりません。さらに、香港・

シンガポール・韓国・台湾・ベトナムなど、アジアの主要都市と比べても大きな遅れをとっていることが

分かります。 

このうちシンガポールでは、1965 年のマレーシアからの独立以降、国営事業として電線管理者により地

中化が進められ、電力・通信共に 1990 年代の民営化前に概ね無電柱化が完了しました。この無電柱化は

電力線・通信線の安全性確保やガーデンシティ構想に基づいて実施されており、ヨーロッパの主要都市の

ように初めから地中埋設が主流だったのが特徴的です。 

一方で近年、日本と同様に架空線からの地中化を進めている国もあります。タイ（バンコク）では、電力・

通信の電線管理者が無電柱化の整備計画を策定し、電線管理者自らが観光地の主要道路を中心に急速に地

中化を進めているほか、ベトナム（ハノイ）においても、電力と通信の電線管理者が同じタイミングで一

括施工する手法を採用し、市中心部の無電柱化を積極的に進めています。このように、アジア諸国の主要

都市では日本とは異なる整備手法により急速な無電柱化整備を進めています※4。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※4：これについて詳しくは、髙橋哲生他「海外との比較からみた国内の無電柱化推進に向けた考察-アジア３ヶ国を対象

とした現地調査から-」（H30 北海道開発局技術研究発表会）を参照下さい。 

資料：国土交通省 

① ロンドン、パリは海外電力調査会調べ、2004 年の状況（ケーブル延長ベース） 
② ハンブルクは国土技術政策総合研究所調べ、2015 年の状況（ケーブル延長ベース） 
③ ワシントン DC は国土技術政策総合研究所調べ、2012 年の状況(ケーブル延長ベース) 
④ ニューヨークは国土技術政策総合研究所調べ、2016 年の状況(ケーブル延長ベース) 
⑤ 香港は国際建設技術協会調べ、2004 年の状況（ケーブル延長ベース） 
⑥ シンガポールは『POWER QUALITY INITIATIVES IN SINGAPORE, CIRED2001, 

Singapore, 2001』、2001 年の状況（ケーブル延長ベース） 
⑦ 台北は台北市道路管線情報センター資料、台北市区 2015 年の状況（ケーブル延長ベース） 
⑧ ソウルは韓国電力統計 2017、2017 年の状況（ケーブル延長ベース） 
⑨ ホーチミンは国土技術政策総合研究所調べ、2015 年の状況（ケーブル延長ベース） 
⑩ 日本は国土交通省調べ、2017 年度末の状況（道路延長ベース） 

出典：国土交通省、国土技術政策総合研究所 

シンガポール 

図－１：諸外国と日本の主要都市における無電柱化率の比較 

ベトナム／ホーチミン 
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（ 2）  海外と日本における国土全体の地中化率  

国土全体でみた低圧配電線延長を EU 諸国と比較すると、日本は約 176 万 km と面積が同程度のドイツ

や日本より国土の広いフランスに対しても２～３倍の延長と突出して長くなっております。 

また、地中化率をみても、地中化先進国であるドイツの約 1/290、イギリスの約 1/276、ヨーロッパで

は無電柱化が比較的遅れていると言われるフランスの約 1/130 しか進んでいなく、無電柱化は将来にわた

って時間がかかる取組となってきます。 
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■国土全体でみたＥＵと日本の低圧配電線（回線延長）の比較 

作成：寒地土木研究所 

■国土全体でみたＥＵと日本の地中化延長距離の比較 

作成：寒地土木研究所 

■国土全体でみたＥＵと日本の地中化率の比較 

※上記グラフは、下記データを基に国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所が作成 
日本：電線延長、200V・100V 
ＥＵ：Distribution Circuit Length（分配回路の長さ）、1kV 未満 

 ・欧州データの出典：“Power distribution in Europe（2010）” 
http://www.eurelectric.org/media/113155/dso_report-web_final-2013-030-0764-01-e.pdf 

 ・国内データの出典：電気事業連合会 HP 電力統計情報（2010） 
http://www.fepc.or.jp/library/data/tokei/index.html 

図－２：ＥＵ諸国との低圧配電線延長の比較 

作成：寒地土木研究所 

(km) 

~ 
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1-2．これまでの整備経緯  

（ 1）  欧米諸国 

欧米諸国では、電力が普及し始めた当所から電線は地中に埋設されていました。例えば、ロンドンで 1870

～80 年代に電力が普及し始めた際は、電柱を設置するためのスペースが不十分なことや、感電防止の離隔

距離が確保できないことから電線類の地中化が採用されました。また、当時は照明にガス灯が使用されて

いたことから、照明を営業目的とする電気事業者が新たに参入する際、ガス事業者との競争条件を同一と

するため、電線類の地中化を法的に義務づけた経緯もあります※5。このように、電線類の地中化が義務づ

けられたことで、景観にも非常に効果があることが評価され、市街地のみならず郊外まで無電柱化が進ん

だものと考えられています。 

 

      
               資料：国土交通省                    資料：国土交通省 

  

 

（ 2）  日本  

日本では何故無電柱化が進まなかったの

でしょうか？実は日本でも戦前、電線管理

者が自ら電線類の地中化を行っていた時

期もありました。しかし、先の大戦を経て

戦後復興へ向けた安価で安定した電気を

国土全体に供給することが至上命令とな

って以降は、低価格、修理の容易さを理由

として架空電線での整備が続けられてき

ました。また、架空電線が邪魔だという国

民世論の声も多くは上がりませんでした※

6。 

一方、欧米のように裸線による架空配線の感電事故が問題視されたこともありましたが、電気の普及が

遅れた日本では先んじて電線を被覆するコーティング技術が開発されたことでその問題が解決されました
※7。このほか、割高なコストや施工性の課題や、国民の景観に対する関心の低さ、災害の多い日本に地中

化は不向きといった誤解などが、日本に架空配線が増えてきた一因と考えられます。 
 

※5,6,7：小池百合子・松原隆一郎「無電柱化革命」第２章、第３章 

図－３：国内の電柱本数推移                 
出典：国土交通省 

イギリス／ロンドン ドイツ／ベルリン 
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国内の無電柱化整備は、昭和 60 年代から、キャブシステム※8 や電線共同溝等により計画的に取り組ま

れてきました。しかし、その整備スピードは電線の総延長と比べると極めて遅く、さらに平成 10 年代の後

半をピークに年間の平均整備延長は減少しているのが現状です。そこで、現在は様々な低コスト手法の導

入等で過去のピーク時と同程度の整備延長を目指しています。現在、国内には桜の木とほぼ同じ約 3,600

万本の電柱があるとされており、毎年約 7 万本ずつ増加しているのが現状です※9。 

 

 
図－４：無電柱化計画および整備延長の推移 

出典：国土交通省 

 

昭和 60 年に「安全で快適な通行空間の確保」、「都市災害の防止及び都市景観の向上」の観点から、電

線類の地中化について有識者、関係省庁及び電線管理者で検討する協議会が設置され、単独地中化につい

ては各電線管理者が５年間の基本計画を策定し計画的に進めることとしました。 

これにより、昭和 61 年から始まった第 1 期及び第 2 期電線類地中化計画では、電線管理者による単独地

中化方式が全体の 45%と最も多く実施されました。しかし、平成 7 年に電線共同溝法が施行されると、単

独地中化方式が激減し、電線共同溝方式が大半を占めるようになりました（第 5～6 期計画期間では約

90%）。この電線共同溝方式への偏重が、無電柱化が進まない大きな理由の一つとも言われています※10。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※8 ：電線類を一括して U字型の構造物に収容し地下に埋設するもの 

※9 ：国土交通省 HP 電柱本数の推移 https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_13_03.html 
※10：国土交通省 無電柱化推進のあり方検討委員会中間とりまとめ 
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1-3．無電柱化を推進 する上での課題  

（ 1）  割高な整備コストと電線共同溝方式に偏重した整備手法の限界 
電線共同溝方式は、２者以上の電線を収容するための地下施設（管路および特殊部）を道路管理者が整

備し、入構する電線や地上機器を電線管理者が整備する手法であり、市街地など掘り返し工事の抑制が特

に必要な区間で用いるとされています。また、電線共同溝の整備に必要な費用は道路延長 1km あたり約

3.5～5 億円（条件により異なる）ともされており、道路管理者と電線管理者の費用負担は概ね 2 対 1 とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省の試算によると、高圧１回線の 1km あたりの地中化コストは、日本の約 3,200 万円に対し

て、パリ市では約 2,600 万円、ジャカルタ特別州では約 1,050 万円とまとめており、試算の前提条件や系

統構成が異なるため単純な比較はできないものの、それらを考慮しても我が国の無電柱化コストは諸外国

と比べ割高であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：経済産業省（㈱三菱総合研究所資料）2015.2 

表－１：各国の無電柱化に係わるコスト                 

図－６：電線共同溝のイメージ 図－５：事業手法の変遷（電線管理者主体から道路管理者主体へ）                 

出典：国土交通省 
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現在の日本では、年間の電線共同溝の整備予算の大幅な増額が望めない中、電線共同溝方式に偏重した整

備手法では無電柱化の迅速な促進を図ることは困難となります。このため今後は、官民の適切な役割分担

の下で、電線共同溝方式以外の整備手法による無電柱化の取組を大幅に拡大していく必要があります。 

 

他方、電線共同溝事業が進められてきた市街地と比較し、田園域や自然域などでは需要密度の低さなどか

ら電線共同溝事業の対象となりにくい場合が多くなっています。しかしながら、市街地よりも人工施設が

少ない分だけ無電柱化による景観改善効果が大きく、景観改善や観光振興等を目的とした無電柱化の潜在

的なニーズは高く、これまで自治体管路方式や要請者負担方式による無電柱化事業も行われてきました。 

このような地域では、電柱片寄せを含む裏配線や電柱セットバックなどにより低コストでの景観向上や、

比較的高品位となる電線共同溝方式よりも現地状況にあわせた簡易的な地中化などを検討する価値があり

ます※11。 

 

 
            表－２：多様な無電柱化手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※11：松田泰明他「ルーラルエリアにおける通信線の景観への影響と単独埋設の有効性」 土木学会論文集 D3（土木計画

学）Vol.72 No.5 

 

※既往文献を基に寒地土木研究所作成 

整備主体 管路設備等の位置付け

電線共同溝方式 道路管理者等 道路附属物

自治体管路方式 自治体等 道路占用物

要請者負担方式 自治体、デベロッパー等 道路占用物

単独地中化方式 電線管理者 道路占用物

直接埋設 単独地中化方式 電線管理者 道路占用物

軒下配線方式 電線管理者 協定、賃貸等

裏配線方式 電線管理者 占用物、協定、賃貸等

無電柱化整備手法

管路埋設地中化

地中化以外

写真：人工物の少ない、田園・自然域においては

大きな景観向上効果が期待できます。 
写真： 自治体独自の費用負担により電線類を地中化 
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（ 2）  道路占用制度の適切な運用  

道路区域内にある電柱電線は、道路管理者が設置を許

可する占用物件です。設置にあたっては、必要な手続き

を行った上で、電線管理者が道路占用料を支払っていま

す。 

また、道路法第 33 条では、「道路管理者は道路の敷

地外に余地がないためにやむを得ない場合に、道路占用

の許可を与えることができる」とされています。しかし

ながら、道路敷地外に設置できる余地があっても道路敷

地内に電柱や電線が占用されている事例も少なくあり

ません。 

国土交通省では、平成 27 年に緊急輸送道路の新設電柱の占用を禁止する道路占用の見直しを行い、平成

28 年度から直轄国道等の緊急輸送道路における新設電柱の抑制に取り組んでいます。ただし、新設電柱の

禁止は直轄国道等の緊急輸送道路に限られおり、大多数を占める既設電柱が無電柱化されなければ緊急輸

送道路としての機能が十分には発揮できない場合があります。今後、より一層の無電柱化の推進を図るた

めには緊急輸送道路の新設電柱の占用禁止だけでなく、占用制度を厳格な運用や既設電柱の更新時の地中

化などの必要もあると考えます。 

さらに、新規の住宅地開発に伴う新設電柱も大きな課題となっています。開発後には域内の道路が市町

村道へ移管されることが多く、そのまま電柱が道路占用物となってしまいます。そのため、自治体は開発

事業者等に働きかけ無電柱化や新設電柱の抑制を促すことや、特に大型開発などでは都市計画や地域計画

等で制限をかけることも必要となってきます。 

 

 

 
            図－７：緊急輸送道路の道路占用  

道路区域内に乱立する電柱 
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1-4．低コスト化に向けた取組み 

現在、無電柱化の手法として最も採用されている電線共同溝方式は、歩道への埋設が基本であるため歩道

幅員が狭い道路や歩道のない道路では埋設が困難である場合が少なくありません。また、整備費用が高い

ことも課題であることから、国土交通省では有識者や電線管理者や関係者で「無電柱化低コスト手法技術

検討委員会」を設置し、無電柱化の更なる整備促進に向けた低コスト化実現に取り組んできました。この

委員会での成果をもとに平成 28 年に埋設深さや電力線と通信線の離隔距離に関する基準が緩和され、「小

型ボックス活用埋設」や「浅層埋設」による整備が可能となり、一部の地域で適用され始めているところ

です。 

現在、検討や採用が進められている低コスト化の取組みについて、以下に紹介します。 

 

① 埋設深さの基準緩 和（浅層埋設）  

平成 28 年 2 月 22 日に国土交通省 道路局より、電線類の埋設深さに関する設置基準の見直し（「電線

等の埋設物に関する設置基準」の緩和について）が行われました。 

これより、交通量の少ない道路では埋設深さを従来の 80cm から 35cm （※径 15cm 未満の場合）ま

で浅くでき、歩道では従来の 40cm から 15cm まで浅くすることが可能となることで、土工量の削減によ

るコスト縮減や施工スピードの向上が見込まれます。 

ただし、積雪寒冷地である北海道では電線共同溝技術マニュアル(案)※12 にて、各地域によって異なる凍

結深を考慮し、電線管理者と調整し埋設深さを決定するよう求められているため、埋設深さを設定する際

は、試験施工の結果等を踏まえた検討が必要となります。 

 

 

 

 
 

※12 ：電線共同溝技術マニュアル（案）第 4.1 版 H30.3 北海道無電柱化推進協議会 

図－８：埋設深さの基準緩和 

出典：「電線等の埋設物に関する設置基準」の緩和について （国土交通省） 
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② 小型ボ ックスの活 用  

電力ケーブルと通信ケーブルの離隔距離に関する基準※13 が緩和されたことにより、管路の代わりに小型

ボックスを活用し、同一の小型ボックス内に低圧電力ケーブルと通信ケーブルを同時収容することで、従

来の管路に電線類を収容する工法と比べ、収容構造がコンパクトとなります。これにより、掘削土量およ

び仮設材の削減や、既存の地下埋設物の移設の減少などによるコスト縮減のほか、施工スピードの向上が

見込まれます。 

新潟県見附市では、新規の住宅地「ウェルネスタウンみつけ」において、小型ボックスによる無電柱化

を導入している事例もあります。ただし、積雪寒冷地では電線類を収容する深さが凍結深より浅くなるた

め、浅層埋設と同様に凍結深を考慮するため、試験施工の結果等を踏まえた検討が必要となります。 

    
図－９：小型ボックスのイメージ                   資料：新潟県見附市 

③ 電線類の直接 埋設  

直接埋設は管路に電線類を収容する工法ではなく、地中に直接電線類を埋設する工法です。直接埋設によ

り、電線類を収容する管路が不要となることで、管路材の削減や施工の容易さなどによるコスト縮減や施

工スピードの向上が見込まれます。ただし、電線類の直接埋設は新規需要や障害対応時に掘り返し工事が

必要となることや、土中に電線類を直接埋設することから電線類の耐久性が課題となっており、採用に向

けては各課題への対応が必要となります。 

京都府京都市では、平成 27 年度から直接埋設の導入に向けた課題の整理やケーブル調査、舗装への影響

調査を行っており、平成 29 年度から実証実験を実施しています。 

     
図－１０：浅層埋設のイメージ             資料：京都市（東一条通 実証実験） 

 

 

 
 

※13：有線電気通信設備令施行規則（昭和 46 年 2月 1日郵政省令第 2号） 第十六条（地中電線の設備） 

小型ボックス（新潟県見附市） 

直接埋設 



2-1 

 

２ ．電線類の地中化工法と整備手法 

各種基準や論文などで様々な地中化工法（技術など）や整備手法（制度など）が紹介されています。その

なかで、例えば「電線共同溝方式」と一口で言っても工法なのか手法なのかを読み手からは判断しにくく、

資料の理解や関係者間の協議にも誤解や支障がでることも多分にあります。 

そのため、本章では無電柱化実施を検討する上で参考となる検討フローを示したうえで、“工法”と“手法”

を区分して紹介します。 

 

2-1．地中化による無 電柱化の検討フロー  

地中化以外も含めて無電柱化を実施する上での検討フロー（図－１１）を下記に示します。 

 

図－１１：無電柱化の検討フロー 
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2-２ ．電線類の地中 化工法  

電線類の地中化の代表的な 5 工法について、工法概要や特徴について紹介します。 

表－３：参考：無電柱化の工法 

地中化 地中化以外 

・管路埋設工法（一体施工型） 
・管路埋設工法 
・小型ボックス工法 
・直接埋設工法 

・軒下配線 
・裏配線 
・配線ルートの変更 
・電柱片寄せ 
・電柱セットバック 
・通信線のみの対策 

（1）管路埋設工法 （ 一体施工型）  

 

電力･通信ケーブルを収容する管路および特殊部
※14 を整備する工法で、管路を設置するための掘削

溝の施工を一体的に行います。電線共同溝方式（※

手法）による整備の多くがこの工法です。 

掘削や埋め戻し等を一体的に行うため工事施工

が抑制され、沿道住民等の出入りや騒音等の影響を

低減できます。 

一方、道路管理者が電力･通信の各電線管理者と

工程等の調整を行いながら実施していることで、事

業に時間を要することが課題とされ、現在の電線共

同溝方式（※手法）の大きな課題の１つです。 

概 略 図 

 

【工法の特徴】 

メリット デメリット 
・ 掘削や埋め戻し等の施工を一体で行えるため、

掘り返し工事を抑制でき沿道住民への負担が少
ない。 

・ 施工を一体で行えるため、掘削土量が少なく経
済性に優れる。 

・ 施工主体が各電線管理者と協議･調整を行い、一
体施工を実施するため、事業スピードが遅い。 

・ 施工主体は協議･調整を綿密に実施するため、施
工主体への負担が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

※14：分岐部、接続部ならびに地上機器部等の総称。分岐部とは、電線の需要家への配線等のために設ける分岐のための

部分、接続部とは、電線を接続するために設ける部分をいい、地上機器部とは、変圧器や開閉器等の地上機器を設置

する部分をいう。 

 

管路設定条件：比較的需要密度が高い市街地を想定 
電力管路：CCVP 管（φ130）  6 条 
通信管路：RR-VE 管（φ82） 12 条 
     FA 管（φ150）    1 条 
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（2）管路埋設工法 （ 分離型）  

電力･通信ケーブルを収容する管路および特殊部

を整備する工法で、管路を設置するための掘削溝の

施工を別々に行います。現地条件や既存ストック活

用などにより、管路埋設工法（一体施工型）を適用

できない区間などで採用されており、海外ではよく

みられます。 

掘削溝の工事施工が複数回実施されるため、管路

埋設工法（一体施工型）と比べ沿道住民の出入りや

騒音等の影響が大きくなります。 

工事の実施にあたっては各電線管理者と工程調

整を行い、同時期に施工を行うことが重要となりま

す。 

概 略 図 

 
 

 

【工法の特徴】 

メリット デメリット 

・ 各電線管理者が施工時期の調整を行い、同時期
に施工を実施することで、施工期間が短くなり
沿道住民への負担が少なくなる。 

・ 各電線管理者が各々で施工を実施するため、各
電線管理者が施工時期を調整しないと、施工期
間が長くなり沿道住民への負担が大きい。 

（3）小型ボックス工 法 

小型ボックス内に各ケーブルを収容する工法で

す。浅い位置でコンパクトにケーブルを収容できる

ため、道路幅員が狭小な区間や、既設地下埋設物の

移設が困難で管路埋設が施工できない区間等に適

します。 

既設道路での適用は、道路の縦断勾配など現場条

件に応じて、明渠構造とするか暗渠構造とするかの

検討が必要となります。また、ケーブルのセキュリ

ティ対策として蓋を容易に開放出来ないような蓋

構造の検討が必要となります。 

上記によらず、埋設する管路条数や引き込み箇所

数等、現場条件によっては管路埋設に比べ、低コス

ト化が可能となる場合があります。 

概 略 図 

 
 

 

【工法の特徴】 

メリット デメリット 
・ コンパクトな構造のため、道路幅員が狭小な区

間や占用埋設物が多い区間での整備が可能。 
・ 管路埋設に比べ需要密度が比較的低い地域、需

要変動が少ない地域に適用しやすい。 

・ 小型ボックスは特注品となり、現地状況により
管路埋設と比べ不経済となるケースも多い。 

・ 大型車乗り入れに対応した構造や蓋のセキュリ
ティ面を考慮すると、更に高価と場合もある。 

管路設定条件：比較的需要密度が高くない非市街地を想定 
電力管路：CCVP 管（φ130） 3 条 
通信管路：RR-VE 管（φ82） 3 条 

管路設定条件：道路幅員が狭小な市街地を想定 
電力管路：CCVP 管  φ130×2 
小型ボックス×1 
※電力ケーブル(高圧)は小型ボックスには収容不可 
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（4）直接埋設工法  

電力･通信ケーブルを管路に収容せず、直接埋設する工法です。ケーブルと管路が一体となったダクトケー

ブル等によるものも含まれます。管路等を設置しないため、他工法と比べ経済性に優れます。 

一方、ケーブルを直接埋設するため、施工時の転圧の際や再掘削時にケーブル損傷の恐れがあります。

また、管路埋設に比べ、需要変動に対応しにくいとされています。 

概 略 図 

 

【工法の特徴】 

メリット デメリット 
・ 管路が不要となることによる、掘削土量・仮設

材、資材の削減に繋がる。 
・ 管路内にケーブルを導通する必要が無いため、

施工が容易となる。 

・ 管路等を設置せず、ケーブルを直接埋設するた
め、再掘削時にケーブル損傷の恐れがある。 

・ 管路埋設に比べ需要変動に対応しにくい。 
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2-3．地中化以外の無 電柱化工法  

地中化以外の無電柱化工法の代表的な 4 工法について、工法概要や特徴について紹介します。 

（1）軒下配線工法  

建物の軒等を活用して電線類の配線を行うもので、建物の軒等が連続している区間に適します。 

地中化と比較し、低コストで景観向上を図ることができます。ただし、土地・建物所有者との合意形成が

必須となり、調整が難航することから採用例も多くはありません。 
概 略 図             軒下配線の写真 

  

 

 

 

【工法の特徴】 

メリット デメリット 
・ ケーブルを収容する管路等が不要なため、整備費

用が地中化に比べて安価となる。 
・ 道路掘削が無いため通行規制が少ない。 
・ 工事期間の短縮が図れる。 

・ 家屋建替え時に軒下の配管、配線が支障となる。 
・ 軒下への配線費用の負担、維持管理の合意形成

が難しい。 

 

（2）裏配線工法  

無電柱化の対象である通りに並行する裏通り等に電線類を配置する工法です。沿道の需要家へは裏通

りの電柱から電線類の引き込みを行います。裏通り側には逆に電柱や電線類が増えることになるため、

裏通り側の住民との合意形成が必須となります。 

概 略 図                裏配線区間の写真 

     

【工法の特徴】 

メリット デメリット 

・ 整備費用が地中化に比べて安価となる。 
・ 道路掘削が無いため通行規制が少ない。 
・ 工事期間の短縮が図れる。 

・ 裏通りに電線類が増える。 
・ 裏通りの住民の合意形成が難しい。 
・ 家屋の受電設備位置変更を伴うことがある。 
・ 民地上空を電線類が通過することがある。 

※北海道 登別市 幌別駅前 

※国土交通省 中部地方整備局ＨＰより 
（三重県亀山市関町 重要伝統的建造物群保存地区）                
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（3）配線ルートの変 更 

整備対象とする道路沿線ではなく、道路から離れた土地及び裏道などを活用したものです。非市街地

で有効な工法であり裏配線とは違い面的に景観向上を図ることができ、海外などで多くの事例がありま

す。また、屋内においても電線延長を短くできるため、郊外部や田園地域で行われてきました。一方、

近年ではバイパスなどの新設事業において、旧道などに配線する事例が増えています。 

 

概 略 図                 
 

 

 
 
     
 
 
 

 

 

【工法の特徴】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メリット デメリット 

・ 面的な景観向上が図れる。 
・ 道路掘削が無いため通行規制が少ない。 
・ 災害時の転倒被害が少ない。 
・ 電柱への車の衝突事故が少なくなる。 

・ 施設点検がしにくいほか、電線ケーブル切替な
ど電線管理者の費用負担が大きい 

・ 道路沿線に受電する建物や施設がある場合には
適用が難しい。 

・ 土地所有者との合意形成が時間を要する場合が
ある。 
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（4）電柱片寄せ 

片側に電線類を集約して配線する工法です。地下埋設物の施工が不要であり新たな電柱の設置を避ける

ことで、比較的低コストで整備ができます。なお、道路占用基準でもできるだけ片寄せすることが定めら

れています。特に魅力的な景観を望むことができる郊外部の道路などで、眺望を妨げない側に片寄せする

ことで景観向上を図ることができます。 

概 略 図              電柱片寄せ後の写真 

     

 

【工法の特徴】 

メリット デメリット 
・ 片側にランドマークがある場合、景観改善効果が

大きい。 
・ 整備費用が地中化に比べて安課となる。 
・ 道路掘削が無いため通行規制が少ない。 
・ 工事期間の短縮が図れる。 

・ 電線ケーブル切替など、電線管理者の費用負
担が大きい。 

・ 沿道両側に受電施設がある場合、横断線が増
える。 

 

 

（5）電柱セットバック 

電線･電柱を道路から離れた側に後退させて設置する工法です。道路から離れた位置や既存樹木の背後に

設置することで存在感を低減させることが可能です。また、電柱衝突による事故の軽減をはじめ、草刈り

や除雪等の維持管理の面においても有効となります。 

米国や中国をはじめ多くの国で一般的に採用されており概ね50～100ｍ以上離している事例も少なくあ

りません。国内においても、田園域や自然域などで適切な道路占用制限のもと以前には比較的多く採用さ

れていました。 

概 略 図             電柱セットバック後の写真 

    
 

※北海道 大空町 メルヘンの丘 
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【工法の特徴】 

 

 

 

（6）通信線のみの対 策 

近年、通信量の増大などによる通信線の多線化や、更には通信線の重量が増し追加建柱されることで、

地域の景観に大きく影響を与えています。これに対し、配電線が無く通信線が単独設置（A パターン）さ

れていたり、配電線と通信線が道路両側にある場合（B パターン）などでは、通信線の単独埋設でも大き

な効果が期待できる場合があります。 

概 略 図               
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【工法の特徴】 

メリット デメリット 
・ 通信線のみの埋設のため整備費用が安価とな

る。 
・ 【A パターン】景観改善効果が大きい。 
・ 【B パターン】対象となるサイドにランドマー

クがある場合、景観改善効果が大きい。 

・ 配電線が残る場合には、部分的な無電柱化とな
る。 

・ 沿道両側に受電施設がある場合、横断線が増え
る。 

 
 
 

メリット デメリット 
・ 整備費用が地中化に比べて安価となる。 
・ 道路掘削が無いため通行規制がない。 
・ 工事期間の短縮が図れる。 
・ 災害時に電柱倒壊しても道路啓開が不要。 
・ 電柱が道路から遠くなることで景観の向上や維

持管理における交通規制の抑制に繋がる。 
・ 除雪時に電柱が支障とならない。 
・ 電柱への車の衝突事故が少なくなる。 

・ 大きく離れた場合には、電柱の維持管理性に
劣る。 

・ 開放的な景観路線では相当量のセットバック
しなければ、大きな効果は得られない場合が
ある。 

【Bパターン】 
通信線の片側設置区間における

埋設のイメージ 

【Aパターン】 

通信線の単独設置区間における 
埋設のイメージ 
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2-4．無電柱化の整備 手法 

無電柱化について代表的な 4 つの整備手法（「電線共同溝方式」、「自治体管路方式」、「要請者負担

方式」、「単独地中化方式」）について、手法概要や特徴について紹介します。 

（1）電線共同溝方 式  

電線共同溝は、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づき、2 者以上の電線管理者の電線類

を収容するため、道路管理者が道路の地下に設ける施設とされています。道路管理者は電線･電柱を撤去

または設置の制限をすることが特に必要と認める道路について、電線共同溝を整備すべき道路として指定

することができます。また、整備道路の指定後は「電線共同溝整備道路における道路占用の許可等の制限」

により、電柱や架空による電線占用について制限が設けられます。 

概 略 図 

 
【管理区分】 

道路管理者 電線管理者 

・ 特殊部 
・ 管路部 
・ 引込部（道路区域内） 

・ 地上機器部 
・ 引込部（民地内）※15 

【施工主体】 

道路管理者 電線管理者 

・ 掘削、埋戻し、仮舗装、舗装 
・ 特殊部 
・ 管路部（一部、電線管理者負担） 
・ 引込部（道路区域内） 

・ 地上機器部 
・ 管路部（一部、道路管理者負担） 
・ 引込部（民地内）※16 
・ ケーブル 

【手法の特徴】 
・ 掘削、埋め戻し、舗装を一体的に実施するので、掘り返しがなく、需要密度が高い区間においては、

経済性に優れ、地先への影響も少ない。 

・ 道路管理者が地上機器位置の検討および地先協議を行うため、電線管理者の負担が少ない。 

・ 施工費が高い。 

・ 施工速度が遅い。 

・ 道路管理者は各関係機関と設計･施工時の工程調整が必要。 
 

※15,16：埋設された管路等については、敷地所有者の管理となる。管路の施工負担については、電線管理者と地方公共団

体等の協議により決定する。 
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（2）自治体管路方 式  

地方公共団体が地下施設（管路および特殊部）の工事費用を負担する方式です。地下施設の完成後、

管路および特殊部については、地方公共団体の道路占用物件として自ら所有する形となります。一方で、

管路に入線するケーブルや地上機器は、電線管理者が設置費用を負担し、完成後も道路占用物件として

電線管理者の所有物となります。平成 7 年の「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」が施工されて

からは、占用予定者（電線管理者）から建設負担金の徴収が可能となったため、地下施設の工事費用を

全面負担する自治体管路方式は、現在ではあまり採用されていません。 

概 略 図 

 

【管理区分】 

地方公共団体 電線管理者 

・ 特殊部 
・ 管路部 
・ 引込部（道路区域内） 

・ 地上機器部 
・ 引込部（民地内） 

【施工主体】 

地方公共団体 電線管理者 

・ 掘削、埋戻し、仮舗装、舗装 
・ 特殊部 
・ 管路部 
・ 引込部（道路区域内） 

・ 地上機器部 
・ 引込部（民地内） 
・ ケーブル 

【手法の特徴】 
・ 無電柱化を整備する区間を地方公共団体が主体となって決定できる。 

・ 電線管理者の施工費負担が少ない。 

・ 電線管理者の建設負担金が発生せず、地方公共団体の施工費負担が大きい。 
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（3）要請者負担方 式  

事業主が単独で実施する方式であり、電線管理者との協議によるが原則として費用は全額要請者の負

担となることが多い。事業主であるディベロッパーや不動産会社が新規の宅地開発を行う際の電線類地

中化などが該当します。地中化された管路および特殊部の管理者の違いにより 3 つの方式（自治体移管

方式、自治会管理方式、電線管理者管理方式）に分けられます。 

なお、事業主が道路法第２４条の規定に基づき、道路管理者の承諾を得て電線共同溝方式として整備

する場合があります。その際には、法に基づく手続きは道路管理者が行うこととなります。 

概 略 図 

 
自治体移管方式：開発の事業主体である事業主の費用負担で設置した管路設備（各電線の管路・特

殊部等の設備）を地方自治体に道路附属物として移管する方式であり、管路設備
の維持管理を移管された自治体が行います。 

自治会管理方式：事業主の費用負担で設置した管路設備を、自治会で維持管理を行います。 

電線管理者管理方式：事業主の費用負担で設置した管路設備を、各電線事業者が将来に渡って維持
管理を行います。 

【管理区分】 

要請者 電線管理者 

・ 管理区分は、自治体や電線管理者等との協議による合意で決定されるため、各路線にて管理方式は異
なる。 

・ 管理方式は次が挙げられる。 ①自治体移管方式 ②自治会管理方式 ③電線管理者管理方式 

【施工主体】 

要請者 電線管理者 

・ 費用の全額を要請者が負担して施工する。 ― 

【手法の特徴】 
・ 無電柱化を整備する区間を事業主が主体となって決定できる。 

・ 電線管理者の施工費負担が少ない。 

・ 事業主の施工費負担が大きい。 

・ 施工に先だって道路管理者から承諾を得ることにより、完成後に電線共同溝として道路管理者へ移

管され道路附属物として管理される場合もある。 
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（4）単独地中化方 式  

電線管理者が単独で実施する方式であり、管路・特殊部、地上機器・ケーブルなどの設置費用が全て

電線管理者の負担となる。昭和 60 年以降、電線類地中化が検討開始された当時は当該方式が中心だった。 

概 略 図 

 

【管理区分】 

道路管理者 電線管理者 

― ・ 全施設の管理を電線管理者が担う。 

【施工主体】 

道路管理者 電線管理者 

― 
・ 施工費用の全額を電線管理者が負担して施工す

る。 

【手法の特徴】 
・ 道路管理者の施工費負担が少ない。 

・ 無電柱化を整備する区間を電線管理者が主体となって決定できる。 

・ 電線管理者の施工費負担が大きい。 
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2-5．地中化の施工位 置および概算事業費  

（1）地中化の施工位 置 

管路埋設工法において地中化を行う場合の適応可能な埋設位置について、下記の区分で概要、経済性、

施工性、維持管理性、概算事業費を整理します。 

・ 管路埋設工法（一体施工型）：歩道、車道 

・ 管路埋設工法（分離型）  ：歩道、車道、盛土法面、法尻、道路区域外 

・ 小型ボックス       ：歩道（狭小幅員） 

管路埋設工法（一体施工型）の適用位置 

 歩道 車道 

概略図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

概要 ・ 歩道部に埋設（一般的な埋設位置） ・ 車道部に埋設（歩道部に移設困難な地下
埋設物がある場合） 

経済性 
・ 車道と比べ舗装の掘削・埋め戻しの施工

コストに優れる 
・ 歩道と比べ舗装の掘削・埋め戻しの施工

コストに劣る 

施工性 
・ 歩道内での施工が基本となるため、施工

時における車両への交通規制が生じな
い 

・ 車道内での施工が基本となるため、施工
時には車両の片側交互通行等の交通規
制が生じる 

維
持
管
理
性 

管路部 
・ 補修や交換等の際、車道と比べ施工時の

交通規制や施工時の経済性に優れる 
・ 補修や交換等の際、歩道と比べ施工時の

車両交通規制や施工時の経済性に劣る 

特殊部 
・ 特殊部内で作業を実施する際、歩行者の

通行規制のみで済む 
・ 特殊部内で作業を実施する際、車両の交

通規制が生じる 

積雪時 
・ 除雪がされていれば、マンホール開放な

どに支障無し 
・ 除雪がされていれば、マンホール開放な

どに支障無し 

概算事業費 216（百万円/km） 280（百万円/km） 
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管路埋設工法（分離型）の適用位置 

 歩道 車道 

概略図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

概要 ・ 歩道部に埋設（一般的な埋設位置） ・ 車道部に埋設（歩道部に移設困難な地下
埋設物がある場合） 

経済性 
・ 車道と比べ舗装の掘削・埋め戻しの施工

コストに優れる 
・ 歩道と比べ舗装の掘削・埋め戻しの施工

コストに劣る 

施工性 
・ 歩道内での施工が基本となるため、施工

時における車両への交通規制が生じな
い 

・ 車道内での施工が基本となるため、施工
時には車両の片側交互通行等の交通規
制が生じる 

維
持
管
理
性 

管路部 
・ 補修や交換等の際、車道と比べ施工時の

交通規制や施工時の経済性に優れる 
・ 補修や交換等の際、歩道と比べ施工時の

車両交通規制や施工時の経済性に劣る 

特殊部 
・ 特殊部内で作業を実施する際、歩行者の

通行規制のみで済む 
・ 特殊部内で作業を実施する際、車両の交

通規制が生じる 

積雪時 
・ 除雪がされていれば、マンホール開放な

どに支障無し 
・ 除雪がされていれば、マンホール開放な

どに支障無し 

概算事業費 154（百万円/km） 236（百万円/km） 
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管路埋設工法（分離型）の適用位置 

 盛土法面 法尻 

概略図 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

概要 ・ 盛土法面部に埋設 ・ 法尻（道路用地内）に埋設 

経済性 
・ 土工の撤去、復旧のみで済むため、車道

部より経済性に優れる 
・ 土工の撤去、復旧のみで済むため、車道

部より経済性に優れる 

施工性 
・ 道路用地にスペースがある場合は、車両

の片側交互通行等の交通規制が生じな
い 

・ 車道部以外での施工が基本となるため、
施工時における車両への交通規制が生
じない 

維
持
管
理
性 

管路部 
・ 補修や交換等の際、車道と比べ施工時の

交通規制や施工時の経済性に優れる 
・ 補修や交換等の際、車道と比べ施工時の

交通規制や施工時の経済性に優れる 

特殊部 
・ 特殊部内で作業を実施する際、車両の交

通規制が生じない 
・ 特殊部内で作業を実施する際、車両の交

通規制が生じない 

積雪時 
・ 車道除雪後、盛土法面部に堆雪するた

め、管路や特殊部の維持管時には除雪が
必要となる 

・ 車道除雪後、法尻部に堆雪するため、管
路や特殊部の維持管時には除雪が必要
となる 

概算事業費 138（百万円/km） 140（百万円/km） 

 道路区域外 

 

概略図 

 
 
 
 
 
 
 
 

概要 ・ 道路用地外に埋設 

経済性 

・ 土工の撤去、復旧のみで済むため、車道
部より経済性に優れる 

・ 道路区域外のため、管路埋設位置の借地
もしくは用地買収が必要 

施工性 
・ 車道部以外での施工が基本となるため、

施工時における車両への交通規制が生
じない 

維
持
管
理
性 

管路部 
・ 補修や交換等の際、車道と比べ施工時の

交通規制や施工時の経済性に優れる 

特殊部 
・ 特殊部内で作業を実施する際、車両の交

通規制が生じない 

積雪時 

・ 道路用地外のため、道路附属物として管
理はできない 

・ 道路維持管理で除雪する範囲外のため、
管路や特殊部の維持管時には除雪が必
要となる 

概算事業費 140（百万円/km） 
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小型ボックス工法の適用位置 

 歩道 車道 

 
 
 

概略図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

概要 
・ 歩道部に埋設（地下埋設物が多く、歩道

幅員が狭小な箇所） 
・ 車道部に埋設（地下埋設物が多く、歩道

が無い箇所） 

経済性 
・ 車道と比べ舗装の掘削・埋め戻しの施工

コストに優れる 
・ 車道部に埋設するため、他の適用位置よ

り舗装の撤去、復旧費用で経済性に劣る 

施工性 
・ 歩道内での施工が基本となるため、施工

時における車両への交通規制が生じない 

・ 車道内での施工が基本となるため、施工
時には車両の片側交互通行等の交通規
制が生じる 

維
持
管
理
性 

管路部 
・ 補修や交換等の際、車道と比べ施工時の

交通規制や施工時の経済性に優れる 
・ 補修や交換等の際、歩道と比べ施工時の

車両交通規制や施工時の経済性に劣る 

特殊部 
・ 特殊部内で作業を実施する際、歩行者の

通行規制のみで済む 
・ 特殊部内で作業を実施する際、車両の交

通規制が生じる 

積雪時 
・ 除雪がされていれば、マンホール開放な

どに支障無し 
・ 除雪がされていれば、マンホール開放な

どに支障無し 

概算事業費 142（百万円/km） 188（百万円/km） 

 

  



2-17 

 

（2）概算事業費の積 算条件（参考）  

「管路埋設工法（一体施工型）」、「管路埋設工法」、「小型ボックス工法」について、積算条件およ

び概算事業費を以下に示します。 

①積算条件  

・ 現場条件：札幌地区 
・ 単価：札幌地区 
・ 労務単価（H30.3～適用）： 

特殊作業員 19,800、普通作業員 16,300、土木一般世話役 18,800 

②歩道部および車道 部 の舗装構成  

歩道部の舗装断面は、「北海道開発局 道路設計要領」を参考に下図のとおりとします。 

車道部の舗装断面は、郊外部で交通量が多い区間（N6）交通を想定した下図のとおりとする。 

歩道部の舗装断面図             車道部の舗装断面図 

 

（参考）車道部の舗装構成について 

郊外部で沿道にアカマツが連続的に植樹され景観に優れている国道 5号にて、無電柱化（電線共

同溝）を実施しています。今後、同様な景観道路にて無電柱化が推進していくことを期待し、郊外

部での舗装構成で概算事業費を算出しました。 

③ケーブルを収容する管種および小型ボ ックス構造について 

・ 電力管路：CCVP 管（φ130） 
管種は、「電線共同溝技術マニュアル（案）」に記載があり、電力管路として一般的に使用され

ている管種を採用しました。 

・ 通信管路：RR-VE 管（φ82） 
管種は、「電線共同溝技術マニュアル（案）」に記載があり、通信管路として一般的に使用され

ている管種を採用しました。 

・ 小型ボックス：新潟県見附市（ウェルネスタウンみつけ）で採用されたものと同規格 
小型ボックスの構造は、本体側面にノックアウトが付いています。 

これは無配筋箇所のことであり、建物へ引き込むケーブルはノックアウトに引込管を接続し、そ

こから建物へケーブルを配線します。 

小型ボックスの現状の課題として、ノックアウト有りの製品は特注品となるため、似ている構造

である排水側溝と比べ非常に高価となっています。そのため、現場条件（管路条数や引き込み箇所

数）によっては、管路工法と比べ経済性に劣るケースもあります。 

一方、非市街地のような建物への引込管が不要な区間では、小型ボックスにノックアウトが必要

ないため、汎用性が高く類似品の排水側溝を使用することも可能であり、経済性に優れることもあ

ります。 

そのため、概算事業費の算出はノックアウト有り･無しの２パターンにて実施しました。 
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小型ボックスのイメージ              ノックアウトの写真 

  

④ケーブル収容管路 条 数および小型ボ ックス 

ケーブルを収容する管路条数および小型ボックスについては、下記に示した地域条件とする。 

・ 管路埋設工法（一体施工型）：中心市街地、市街地 
想定区間：札幌市の電線共同溝を実施している中心市街地および市街地を想定。 

・ 管路埋設工法：非市街地 
想定区間：各電線管理者が単独かつ別工程で工事をした際、沿道住民への負担にならないような

区間を想定。 

・ 小型ボックス工法：歩道幅員が狭小な区間 
想定区間：中心市街地や市街地において、歩道幅員が狭小な区間や建物等への引き込みが無い郊

外部を想定。 

注意事項：小型ボックス内に収容するケーブルは、低圧電力ケーブルと通信ケーブルに限られま

す。そのため、高圧電力ケーブルは小型ボックス内に収容できないため、小型ボック

ス外に管路で単独で埋設する必要があります。高圧電力ケーブルの収容管路条数は上

記の想定区間を踏まえ、中心市街地で一般的な２条にて積算を実施しました。 

上記を踏まえ、各工法における管路条数を下記のように設定します。（表-４） 

表-４：各工法における管路条数の設定 
（1断面当り） 

 
管路埋設工法 

（一体施工型） 
管路埋設工法 小型ボックス工法 

電力管路 CCVP 管φ130 6 条 3 条 2 条 

通信管路 
RR-VE 管φ82 12 条 3 条 ― 

共用 FA 管φ150 1 条 ― ― 

小型ボックス ― ― 1 基 

※ 小型ボックスには様々な規格（大きさ）があり、収容するケーブル条数によって規格を選

定する必要があります。 

 

  

ノックアウト 
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⑤特殊部の設置間隔  

特殊部の最大設置間隔は、引込箇所数によって最大値（L=70m）が「電線共同溝技術マニュアル（案）」

より決まっています。（引込箇所が一定数ある場合、最大設置間隔 L=70m 以下とする） 

⑥工種と項目  

各工種の内容と項目を下記および次頁に示します。 

工種 項目 

撤去工 舗装切断、舗装版取壊し、殻運搬処理 

土工 掘削、埋戻し、管基礎材、床均し 

本復旧工(歩道) 表層 t=3cm、下層路盤 t=27cm 

仮復旧工(車道) 仮舗装 t=4+5=9cm、仮路盤 t=17cm、凍上抑制層 t=55cm 

本復旧工(車道) 表層 t=4cm、中間層 t=5cm、基層 t=5cm、上層路盤 t=6+6=12cm、下層路盤 t=55cm 

管路工 
管路（CCVPφ130、RR-VEφ82、共用 FAφ150）、管台（CCVPφ130、RR-VEφ82、共用
FAφ150）、小型ボックス、埋設表示シート 

特殊部工 Ⅰ型地上機器桝（函型）、Ⅱ型地上機器桝（函型）、Ⅱ型接続桝（函型） 
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（3）概算事業費（ 参 考） 

管路埋設工法（一体施工型）、管路埋設工法、小型ボックス工法における概算事業費を下記に示します。 

 
※ 概算事業費は共通仮設費･現場管理費･一般管理費を含む。なお、直接工事費×２倍は、札幌市の電線共同溝工事

における平均値を算出し決定した。 

通常埋設時および浅層埋設時による土かぶりの違いによる断面図および概算事業費を下記に示します。 

▼管路埋設工法（一体施工型）のケース 

通常埋設の標準断面図           浅層埋設の標準断面図 

 

▼管路埋設工法のケース 

通常埋設の標準断面図                      浅層埋設の標準断面図 

 

▼管路埋設工法（一体施工型）の概算事業費    ▼管路埋設工法の概算事業費 

    

（単位：百万円/km）

2 (1.00) 3 (1.50) 2 (1.00) 2 (1.00)
8 (1.00) 7 (0.88) 3 (0.38) 3 (0.38)
5 (1.00) 6 (1.20) 2 (0.40) 2 (0.40)
71 (1.00) 26 (0.37) 65 (0.92) 42 (0.59)
22 (1.00) 35 (1.59) 22 (1.00) 22 (1.00)
108 77 94 71

撤去工
土工

本復旧工
管路工
特殊部工

管路埋設工法
（一体施工型） 管路埋設工法

小型ボックス工法①
（ノックアウト有り）

小型ボックス工法②
（ノックアウト無し）工種

直接工事費
(1.00)

216 154 188 142
概算事業費※

（直接工事費×2）
(0.71) (0.87) (0.66)

2 (1.00) 2 (1.00)
8 (1.00) 8 (1.00)
5 (1.00) 4 (0.80)
71 (1.00) 71 (1.00)
22 (1.00) 22 (1.00)
108 107

工種
管路埋設工法（一体施工型）

撤去工
土工

本復旧工
管路工
特殊部工

通常埋設

（単位：百万円/km）

概算事業費※
（直接工事費×2） 216

(0.99)
214

浅層埋設

(1.00)
直接工事費

3 (1.00) 3 (1.00)
7 (1.00) 6 (0.86)
6 (1.00) 4 (0.67)
26 (1.00) 26 (1.00)
35 (1.00) 35 (1.00)
77 74

管路埋設工法
通常埋設 浅層埋設

（単位：百万円/km）

(0.96)
154 148

工種

撤去工
土工

特殊部工
直接工事費
概算事業費※

（直接工事費×2）

本復旧工
管路工

(1.00)
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